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池袋駅周辺地域 
東京都豊島区 ｜ 面積：約 143ha【うち特定都市再生緊急整備地域：約 143ha】 

■エリアの概要
○「国際アート・カルチャー都市」のコンセプトで、消滅可能性都市からの脱却を目指す
○駅から街へ、人の流れを引き出すことが課題
○区庁舎の移転や都市計画道路の整備をきっかけに都市再生の機運が高まる

■都市再生に向けた戦略（成功要因）
○複数のプロジェクトが連鎖しながら都市再生を推進
○広場や公園といった人が憩うオープンスペースの整備による都市再生
○都市再生に併せて防災性の向上を図り、安全・安心を確保する
○敷地内にとどまらない公共貢献で、歩いて楽しめるまちをつくる

■制度の活用状況（令和２年４月時点実績）
○民間都市再生事業計画の認定：２計画
○都市再生安全確保計画：策定済み

 東京 23 区で唯一「消滅可能性都市」の指摘を受けた豊島区の中心を担う池袋駅周辺地域では、

その脱却を目指して、「国際アート・カルチャー都市」のコンセプトのもと、文化・芸術を活かし

た都市開発事業等が実施されている。また、公園や道路空間の整備・リニューアルによって街の回

遊性を高め、歩行者中心のまちづくりが進められている。さらに、こうした持続的なまちづくりが

評価され、令和 2年度には、SDGsの達成に向け優れた取組みを提案する「SDGs未来都市」並び

に、特に先導的な取組みとして「自治体 SDGsモデル事業」に選定されている。 
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３）都市再生に向けた戦略（成功要因） 

複数のプロジェクトが連鎖しながら都市再生を推進 
下記に示す例のように、池袋駅周辺地域では様々なプロジェクトが時間軸の中で連鎖し、常に

次の展開を見据えながら都市再生が進められている。 

・としまエコミューゼタウンにおける豊島区の新庁舎整備が、旧庁舎跡地等の活用による
Hareza 池袋の整備に繋がった。旧庁舎跡地等の活用にあたっては、定期借地権を設定して
民間事業者に貸し付け、その地代収入を新庁舎の整備費用に充てている。 

・造幣局跡地の市街地整備区域は、地区内の賑わい創出だけでなく、周辺地域の木造密集市街
地の不燃化を推進するための事業用地としての役割も担っている。 

・南池袋公園の整備では、公園地下に駐輪場を整備することで、駐輪場として利用されていた
グリーン大通りの歩道部分が解放され、通りのオープンカフェとしての活用につながった。 

■ 池袋駅周辺地域におけるプロジェクトの連鎖 

 
 

広場や公園といった人が憩うオープンスペースの整備による都市再生 
池袋駅周辺地域では、戦後の戦災復興土地区画整

理事業でまちなかに公園・広場や広幅員の街路が整
備されており、これらの資源を活用し、造幣局跡地な
どの大規模土地利用転換の機会も捉えながら、人が
憩えるオープンスペースの整備が進められている。 
居心地の良い空間づくりで幅広い注目を集めた南

池袋公園（平成 28 年４月リニューアルオープン）を
筆頭に 4 つの公園が整備されたほか、グリーン大通
りの歩道部分を活用したオープンカフェやマルシェ
の開催など、道路空間の活用も始まっている。  

■ 南池袋公園 
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都市再生に併せて防災性の向上を図り、安全・安心を確保する 
乗降客数の多い鉄道駅と繁華街を抱える池袋駅周辺地域では、大規模な地震が発生した場合に

人的・物的な被害を最小限にとどめ、都市機能を維持することが課題である。この課題に対応す
べく平成 27 年に「池袋駅周辺エリア安全確保計画」が策定され、都市再生緊急整備地域への指
定を受けて平成 28 年に「池袋駅周辺地域都市再生安全確保計画」に移行した。この計画に基づ
き、都市開発事業等に併せて一時待機場所や備蓄倉庫等の整備が進められている。 
また、地域東側の住宅地は木造家屋が密集しており、大規模な地震時等の火災延焼防止や確実

な避難が防災上の課題だが、住宅地内での不燃化促進に加え、地域内で防災公園の整備や市街地
再開発事業が実施され、街の多機能化や快適性の向上と同時に防災性の向上が図られている。 

敷地内にとどまらない公共貢献で、歩いて楽しめるまちをつくる 
令和２年１０月に都市計画決定した東池袋一丁目地区都市再生特別地区では、都市再生への貢

献として、地区内に空地を設けるだけでなく、地区外で池袋駅に向かう経路上の公園や道路の整
備も実施することとなっている。これにより、歩行者優先の都市空間が広範囲に形成され、まち
の回遊性の向上が期待される。 
このような幅広い公共貢献が評価される都市再生特別地区を活用することで、まちにとっても

事業者にとってもWin-Winの関係で事業を進めることができている。 

■ 東池袋一丁目地区の整備方針 

 

 
提供：豊島区  
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プロジェクト事例：Hareza（ハレザ）池袋 
 

 
 
 
 

 

■背景・特徴 
○国際アート・カルチャー都市のコンセプトを具現化する都市開発事業 
○４つの街区を一体的にデザイン 
■構想・実行段階での工夫点 
○公有地を民間活用することで、財政負担を抑えながら公共施設の更新を実現 
○街の個性を重視して事業者を選定し、多彩な文化・芸術を発信する拠点を実現 
○民間出資によるエリアマネジメント組織が持続的な賑わい創出に取り組む 
■活用した制度 
○民間都市再生事業計画 ： （仮称）豊島プロジェクト 
○総合設計制度：容積率の最高限度 800%→1,067% 
○一団地の総合的設計制度  

 Hareza 池袋は、大小８つの劇場を設けて国内外に文化・芸術を発信する拠点を創出し、区が掲げ

る「国際アート・カルチャー都市」の実現に向けて大きな一歩を踏み出したプロジェクトである。

区役所旧庁舎の跡地等を活用し、定期借地権による地代収入を新庁舎の建設費用に充当するなど、

事業スキーム面でも画期的な取り組みとなっている。 
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 背景・特徴  

国際アート・カルチャー都市のコンセプトを具現化する都市開発事業 
Hareza池袋は、南池袋二丁目の「としまエコミュー

ゼタウン」に豊島区役所が移転したことを契機に、旧
庁舎跡地等を活用するプロジェクトとして計画され
た。「オフィス棟」「ホール棟」「としま区民センタ
ー」の３つの建築物と、同時期に再整備された「中池
袋公園」で構成されている。 
エリア内には大小８つの劇場が設けられ、国際アー

ト・カルチャー都市のコンセプトを具現化する事業と
なっている。中核となる1,300席の「東京建物Brillia 
HALL（豊島区立芸術文化劇場）」では、宝塚歌劇団
の定期公演や歌舞伎公演などを開催することで、日本
全国からの集客も狙っている。 

４つの街区を一体的にデザイン 
Hareza池袋では、４つの街区で公園、道路、建築物を一体的にデザインすることで、地域ブラ

ンドの向上を図っている。 

・舗装の統一：中池袋公園の面積は再整備後も変わらないが、隣接する道路や敷地内の空地と
フラットに接続し舗装の色を揃えることで、従前よりも広がりのあるオープンスペースを実
現した。イベント時などにはこれらのスペースを一体的に活用することも可能である。 

・街並みの形成：整備された３棟の建築物は、低層部のボリュームや意匠を揃えて、統一感の
ある街並みを形成している。 

・公共空間と一体化した劇場空間：ホール棟の「パークプラザ」やオフィス棟の「シネマプラ
ザ」は、道路や公園と一体となった劇場空間として整備されている。 

・機能面の連携：豊島区民センターに大規模な公衆トイレを整備し、オフィス棟にある劇場の
公演開催時のトイレ混雑に対応するとともに、従前の中池袋公園にあったトイレ機能を区民
センターに移転することで、小さい公園面積を有効に利用できるようにしている。 

■ 公園に向けて空間を整備した「パークプラザ」       ■ 公園、道路、民地で一体化した舗装 

          

■ hareza池袋の構成と 8つの劇場 
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 構想・実行段階での工夫点  

街の個性を重視して事業者を選定し、多彩な文化・芸術を発信する拠点を実現 
豊島区旧庁舎跡地と豊島公会堂跡地の整備は区有地を活用した民間開発事業として実施され

た。開発事業者の選定にあたっては、豊島区のホールを一体的に整備することを条件に公募型プ
ロポーザルが実施され、隣接する豊島区民センターの建替えを含めて大小８つの劇場を整備し文
化・芸術活動の拠点とする提案が選定された。 
区の財政負担が最も軽くなるのは他の提案であり、選定された提案は資金計画面の評価が必ず

しも高くなかった。しかし、東京芸術劇場やサンシャインシティとあわせて多様な文化・芸術を
世界に向けて発信できるこの提案は、池袋の街の個性や、区の掲げる「国際アート・カルチャー
都市構想」に合致しており、その事業計画面が高く評価された。 

公有地を民間活用することで、財政負担を抑えながら公共施設の更新を実現 
としまエコミューゼタウンには区役所、Hareza 池袋にはホール等の公共施設が整備されてい

るが、これらの整備では、下記のような工夫で区の財政負担が軽減されている。 

・公有地の民間活用：Hareza池袋のオフィス棟とホール棟は、豊島区が敷地を保有し、定期借
地権を設定して民間事業者に貸し付け、契約期間中の地代を一括前払いで受領している。こ
の収入を充当することで、としまエコミューゼタウン内の豊島区役所新庁舎は、区の実質的
な負担ゼロで整備が実現した。 

・命名権の設定：東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場）は、ホール部分を豊島区が区
分所有し、東京建物株式会社が 10 年間の命名権（ネーミングライツ）を取得している。 

・容積率の有効利用：旧庁舎敷地単独での事業とせず、隣接する豊島公会堂も含めることで、
総合設計制度（建築基準法第 59 条の 2）の許可に加えて、オフィス棟とホール棟で一団地の
総合的設計制度（建築基準法第 86 条）の認定を受け、ホール棟の未利用容積を活用してオ
フィス棟のさらなる高度利用を可能にし、事業採算性を高めた。 
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プロジェクト事例：４つの公園の整備  

 

 

■背景・特徴 
○まちなかに配置された公園を次々に再整備し「公園が街を変える」 
○若い子育て層をターゲットにした公園づくり 
○公園と市街地を一体的に整備しながら、賑わいづくりと防災に取り組む 
■構想・実行段階での工夫点 
○整備段階から運営段階まで、民間の資金や優良なアイデアを取り込む 
○４つの公園をつなぎ、アート・カルチャー活動の拠点として機能させる 
■活用した制度 
○防災公園街区整備事業：としまみどりの防災公園 
○公募設置管理制度（Park-PFI）：としまみどりの防災公園 
  

 池袋駅周辺地域では、都市再生緊急整備地域に指定された頃から、まちなかにある公園の再整備

が次々と進められ、南池袋公園、中池袋公園、池袋西口公園の３つの公園がリニューアルオープン

している。また、造幣局跡地には豊島区最大の面積を誇るとしまみどりの防災公園が整備された。 

 これらの公園は、若い子育て世代にも使いやすいデザインで周辺住民の憩いの場になるとともに、

池袋駅周辺地域のアート・カルチャー活動の拠点としての機能も期待されている。 

図作成：内閣府、写真提供：豊島区 
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 背景・特徴  

まちなかに配置された公園を次々に再整備し「公園が街を変える」 
池袋駅周辺地域では近年、まちなかに数百メートルの間隔で配置された公園を再整備したり、

大規模な土地利用転換に際して新たに公園を整備したりして、４つの公園が次々にオープンした。 

南池袋公園 ： 居心地の良い空間で区外からも人気を集める公園 
 戦災復興土地区画整理事業で整備され昭和 26 年に開園し
た公園だが、従前は薄暗く人があまり訪れない空間となって
いた。公園地下への変電所建設を契機に再整備工事が行われ、
平成 28 年４月にリニューアルオープンした。 
 サードプレイス（地域への愛着を他者と共有できる第３の
場所）の考え方を取り入れながら計画され、芝生広場を中心
とした居心地の良い空間が実現し、区外の来街者も多く訪れ
る人気の高い公園となった。 

中池袋公園 ： 隣接地での都市開発と一体的に整備された公園 
 南池袋公園と同じく、戦災復興土地区画整理事業で整備さ
れ昭和 25年 6月に開園した。隣接する豊島区庁舎が移転し、
その跡地等を活用して「Hareza 池袋」が整備されることに伴
い、その一部として再整備が行われ、令和元年 10 月にリニュ
ーアルオープンした。 
 周辺道路や隣接する公開空地と一体化した空間づくりや、
アニメと連動したカフェの設置が特徴的である。 

池袋西口公園 ： コンサートも開催可能な劇場型公園 
 豊島師範学校跡地に昭和 45 年に開園し、平成 2 年には隣
接する東京芸術劇場の開業に併せて再整備されたが、当公園
を含む池袋駅西口地域で再開発事業の機運が高まり、事業中
も事業後も賑わいが継続するよう 2 度目の再整備が行われ、
令和元年 11 月にリニューアルオープンした。 
 フルオーケストラが公演できる舞台や大型ビジョンを備え
た劇場型公園で、池袋の地名の由来・「丸池」をモチーフにし
た「グローバルリング」がシンボルとなっている。 

としまみどりの防災公園（イケ・サンパーク） ： 平常時も災害時も役に立つ公園 
 平成 28 年にさいたま市に移転した造幣局東京支局の跡地
の一部に整備され、令和 2 年 12 月に全体が開園した。 
 公園面積は区内随一の 1.7ha を誇り、広々とした芝生広場
が整備されている。災害対応用のヘリポートや防災井戸、備
蓄倉庫なども設置され、平常時は憩いの場として、非常時は
防災拠点として役立つ公園になっている。 

提供：豊島区 

提供：豊島区 
 

提供：豊島区 
 

提供：豊島区 
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若い子育て世代をターゲットにした公園づくり 
豊島区が指摘を受けた「消滅可能性都市」は、若い女性の人口が減少することで、人口減少に

歯止めがかからなくなることに警鐘を鳴らすものであった。それゆえ、豊島区が消滅可能性都市
からの脱却を目指す上で、池袋駅周辺地域の公園整備にあたっては、子育て層の利用しやすさを
重視した工夫が施されている。 
例えば、南池袋公園では、当初の想定を遥かに上回る来園者があったことからトイレを増設す

ることになったが、増設されたトイレには、子連れでも利用しやすいようにベビーシートや子ど
も用の手洗い場、ハンドソープ付きの手洗い場が設けられている。 
としまみどりの防災公園には広い芝生広場やイチョウ並木、間接照明を使った夜景、カフェな

どが整備され、周辺に居住する子育て世帯が徒歩や自転車で気軽に訪れることのできる空間にな
っている。また、隣接する敷地には暫定利用で子どもの遊び場を集めた「としまキッズパーク」
が整備され、保育園の園庭の代替としても活用されている。 

■ 南池袋公園に増設されたトイレ       ■ としまキッズパーク 

 

 

 

 
 

公園と市街地を一体的に整備しながら、賑わいづくりと防災に取り組む 
 としまみどりの防災公園が整備された造幣局
東京支局の跡地は、全体の面積が 3.2haに及ぶ広
大な敷地であり、造幣局移転に先立って平成 26
年に「造幣局地区街づくり計画」が策定された。 
 同計画では、造幣局跡地のうち、木造住宅密集
地域に面した東側半分の約 1.7ha が防災公園、副
都心エリアに面した西側半分の約 1.5haが市街地
整備用地とされている。 
 市街地整備用地には大学を誘致するほか、居住
機能等を誘導し周辺の木造密集市街地の改善の
ためのまちづくり用地として活用する予定で、公
園と市街地が一体となった賑わいづくりと防災
性向上が計画されている。 
 なお、敷地の一部では、5 年間の暫定利用とし
て、池袋保健所ととしまキッズパークが整備され
ている。 
 これらのまちづくりには防災公園街区整備事業が活用されており、都市再生機構が用地を取得
したうえで公園整備と市街地整備を実施している。  

■ 造幣局地区の土地利用方針 

出典：造幣局地区街づくり計画（豊島区） 

提供：豊島区 提供：豊島区 






